
第1期統一国家の形成と大蔵省

第 3章予算、国庫、租税制度の創設

わが国の予算・会計制度は，西欧諸国の場合と異な

って，財務官庁の一般行政官庁に対する財務統制の必

要から，議会制度の成立に先だって，相当整備された

ものができあがっていた。維新当初はまだ予算制度は

もとより会計法規といえるほどのものもなく，明治2

年7月の大蔵省設置後も，諸官庁の財政は先例ないし

旧慣によって，それぞれ異なった方法で、収支されてい

た。維新以来の政治的統一の過程で、財政支出が一方的

に増加し，新政府は諸官庁の財務を統一し，全国の租

税を集中的に収納する必要に迫られたo 4年7月の廃藩

置県も，多分にこうした財政上の要求に促されたもの

であったが，廃藩置県後は，ことに財務の統一，財政

の中央集権化が急速に進められた。これに伴って，大

蔵省、と各省・府県との間に，経費あるいは財源の配分

をめぐって問題を生じ，これがわが国において予算・

会計制度を早期に成立させることとなった。

第 1節予算・会計制度の創設

慶応3年の金穀出納所の設置以来，新政府の財政機

関は会計事務局，会計官と変わって，明治2年7月に

は大蔵省が設置されたが，廃藩県以前には予算制度を

成立させる前提条件が欠けていた。すなわち新政府の

統治カがまだ全国に及ばず，諸藩の租税はもとより，府

県の租税も十分には収納で、きなし、。しかも，戦費，治

水費，匡教費などの臨時支出が多し、。したがって，政

府は収入の大部分を借入金と不換紙幣発行などに依存

するほかない，とし、う状態であったためで、ある O 半面，

こうした極度に不安定な財政状態が，早くから政府に

会計年度の制定，会計帳簿の整備，各省への経費割当

てなど，合理的な予算制度への接近を促してきたが，

これが実を結ぶのは廃藩置県後で、あり，特に注目すべ

きものは，後述の 8年度改正と15年の会計法による予

算制度の一応の確立であった。
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1 会計年度の制定

大蔵省創設前の明治2年1月，会計官の出納司処務

規則が制定され，各省・府県に定額金を割当て交付す

ることとなったが，それには会計が数年間にわたって

収支されている状態を改め，会計年度を設けて決算を

行なわせ，収支の実情を明らかにする必要があった。

しかし，会計年度のくぎりをどこにおくかによって，

年度内の収支と年度内の各時期の収入と支出が均衡す

るかどうかに影響するため，政府はし、ろいろな会計年

度を試みてきたO その過程をJII闘を追って述べると，次

のとおりであるO

(1) 慶応3年12月に新政府が成立すると，ひとまず

旧制の暦年制を引き継いだ。

(2) 明治2年9月，これを翌年にまたがる10月""9

月制に改めた。会計年度の創設といわれるものが

竃

これであるo暦年制では「金穀出納ノ実計ニ適合

セス」として，これを改めたものであった。

(3) 5年1月に太陽暦採用が発令され， 5年12月3

日が6年元旦と改められたのを機会に， 6年から

これを再び暦年制に戻した。

(4) 7年10月にはこれを7月""'6月制に改め， 8年

度から実施した(太政官番外達〉。

ここに 8年6月から始まる会計年度以降，会計年度

は法令によって定められることになったが，この 7月

，....， 6月制が17年度まで行なわれ， 18年度の過渡的年度

をはさんで， 19年度から現行の 4月""'3月制に改めら

れるのであるO 特に 8年度以降の 7月"'6月制への改

正は，地租の納期に会計年度を合わせて，同一年度内

に収支を完結させようとしたものであったが，同時に

7年中の佐賀の乱・台湾征討などによって引き起こさ

れた財政危機の対策として，これまで前年度の収入を

当年度の支出にあててきたのを，当年度の収入を当年

度の支出にあてることによって， 1年度限りではあるが，

8年中に，前年度と当年度の地租を合わせ収入して，

「一時ノ窮乏ヲ補ヒ難関ヲ通過」したものであった。

こうしたことを可能にしたものは，地租改正による地

租金納化の開始であったが，このために8年度中に地

租改正を一挙に推し進めなければならないことともな

った。

なお，会計年度が改正されるたびに，新旧年度の聞

をつなぐ過渡的年度が必要となって， 8年6月までの

いわゆる 8期間中には 6カ月， 9カ月，ときには14カ

月とし、う長短さまざまな会計年度ができた。

2 会計帳簿の整備，統一

新政府成立の当初，中央・地方の諸官庁は旧来の勘

定帳によってその会計を経理してきたが，この勘定帳

は収入と支出をー列に記入していくものであるうえに，

収支の科目が一定していないため，諸官庁間の収支は

もちろん，同一官庁の毎年の収支すら比較できないも

のであった。

明治2年1月，諸官庁に定額金を割当て交付するこ
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ととなったが，大蔵省設置後まもなし、2年9月には会計

年度の創設に伴い，各省・府県に対して 9月以前の収

支の報告を求め，また10月以降の収支については帳簿

を新製して翌年9月までの決算を行なうことを命じた

が，その目的を達しなかった。ここに帳簿の統一が急

務となって，廃藩置県後はことに会計帳簿の改廃を繰

り返してきた。租税の大部分が米穀その他の現物収入

であるうえに，貨幣収入もまた価値が異なる多種多様

な通貨であるために，同一単位で記帳できないことが，

その原因の一つであった。

こうした時期に大蔵省は，財政収支の均衡化，諸官

庁の財務の統一を急がなければならないこととなって，

6年12月には府県，次いで各省に，金穀出納順序(太

政官達第427号，第428号〉を令達して，諸官庁に翌年

の「概算表」の提出を命ずるとともに，帳簿の種類，

様式を示して会計帳簿統一の方針を明らかにした。 6

年と 7年の見込会計表に続いて. 8年度から 7月""'6

月制の会計年度によって予算を編成することとなり，

8年3月には府県. 5月には各省に対して，翌年度め

概算と諸計表の提出を命じた(太政官達第36号)。 しか

し，諸官庁の帳簿はまだ収支計算も十分にで、きないも

のであったため，会計帳簿の根本的改正が必要となっ

た。 8年11月に太政官から省内の帳簿を洋式簿記に改

めることを裁可され，大蔵省は会計帳簿の大改革を行

ない， 9年9月に大蔵省出納条例〈太政官達第18号〉を

制定した。この条例によって日計簿(伝票課)，月計表

(出納寮)， 出入明細表，歳入出予算内訳明細簿(各検

査寮)，歳入出予算会計表，決算表(各統計寮〉という

ように会計帳簿が体系化されるとともに，帳簿担当の

寮課が明確となった。その簿記法は「西洋簿記ノ理法

ヲ加味」した程度のものであったが，これを省外の帳

簿に及ぼすことはむずかしく，諸官庁に対して復記式

によって，アラピア数字を用いて記帳させることとな

ったのは，ょうやく 12年度からであった。この簿記法

が14年1月の会計法， 15年1月の改正会計法に引き継

がれていくのであるが，その聞に多数の補助簿が整理

されるとともに，諸官庁の会計帳簿も，日記簿，原簿，
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274カ朱綱領36カ条を別として， 20の倒別的条例，務たが，こ のこ ろ，検査頭安藤就高が建議して，官庁しかし，全間各地で税法が異なるうえに，府県がま現金受払簿，予算併を中心として，かなりの和度に統

からj点る膨大な予算会計法規であり ，諸了川:に「見込が増大しているにもかかわらず，過去を基準として定だほとんど独立の財政を営んでいるため，その租税をーされていった。

ノ概計」を提出させることとしたものであった。 その額金を交付するのでは， 予算が「空名」となるのは当どういう プJ法で中央に納付させるかが問題であった。

こ収入と支出を常用金と準備金に分け大要は，第然であるから， 諸官庁に概算を提出させ，大蔵省がこ4年11月の県治条例によってこ の収入を中央へ収納す
予算 ・会計制度の創設3 

るO 第二十こ，常用金の政入を租税，税外，款外に分け，れを査定する方法に改めることを主張した。 7年 8月，る刀法として，第一に，府県庁の分課を一定し，藩政(1 )廃藩置県前後

収入，官有物払下代などとし，款外JI税外収入は官検査寮に改正掛が置かれ，予算制度の創設にあたるこ時代の石高を基準として，判任官以上の官吏の官等別
れ明治 2 年 1 月，会~ I'nの 1 8納司処務脱WIが制定

入は繰換借入，過誤納返納などとする。第三に，常則ととなった。以来，検査寮は予算 ・決算制度，会計検人数を定め，第二に，同じ基準によって ，府県に留保府県の収支を切らかにできないままに 3 府Mに対して

らに定頼金の支出を通常と臨時に分け，通常歳出を査制度制定の準備を進めながら，府県の経費の規制，させる金額を第一常備金と第二常備金に分けて限定し，その租税をすべて納付させ，過去の支11¥額を基準とし

費と額外常費に分ける。定額費は毎年の蔵入をみて大会計手続の改正，租税送達方法の変更などを次々と実しこれを越える収入は中央に納付させる こととした。て各手?の定額金を決定し，月別でこれを交付すること

蔵省が定め，年度中の増減を許さず，額外常~は必需の行した。し，その税額をかし，それにはまず全国の地租を統
とした。その 4月には会;;I"(r副矢口事の大阪が「政~'i滋

経費ではあるが，収入の状態などによ ってその額を節明治7年12月，大蔵省は金穀出納取扱順序を制定し，明白にする必要があったO そこで大蔵省は地租統ーをIHJの弊を防ぐために，会，:1-法規を設けて「諸般ノ詩

減できるものとする (常用金収入条例，同支出条例〉。第8年度から 7月'-""'6月省内の各寮課と府県に対して，準備 しながら，諸官庁の財務統ーに努力してきた。求ヲ許否スル ノ椛)jJをもっ会I-I卜監督機関を設けるこ

四に，準備金の収支を第 1，第 2，第 3類に分ける。 第制の会計年度によ って，できるだけ年度内に収支を完地租改正発令を目前にひかえて， 6年 6月， 6年の歳5 ) Jには会計Trr-j-Iに蛇栴司が世か れとを辿議して，

l類は金貨をはじめ銀 ・銅貨幣， 紙幣 ・外国紙幣など結させる方針のもとに，予算編成の手続を詳しく定めこの見入出見込会計表が公表された(太政官番外達〉。れると ，l主将司はここた。 2年7月に大政手?がわIjai

を積み立てて，新紙幣発行の準。mにあて ，W2類は貸たo これによれば，第一に，当年度の収支を甲部とし，込会計表は，予算，地租問題をめぐ、る政府部内の対立，れ，翠 3~+:. 1 2月には監将司l倣tl~1jが 11l lj定され ， 諸に移

付金返納， 官業払下代などを収入と して，内外公位の当年度に持ち越された前年度の収支を乙部とするO 第特に大蔵大輪;)4二上馨と三等出仕渋沢栄ーの辞職事件に'A計法規のtfiljげ庁の経1!tftÆ ， 会~' I-の !IKd号 ， 検作か

また造幣娯の収支も償却， 新紙幣製造q4_(などにあて，二に，甲部の未済分は翌年度の乙部に移して収支し，乙「政府ノ財政ノ 安回ナルコトヲ説明スルタ関連して，しかし， '監督れた。足までも合む強大な椛II]I!が7・え

このなかで、行なう。第 3類は準備金を金銀，公債，株これを準備金に移す。第三部の収支に剰余があれば，これメ_I ~こ作成 さ れた簡単な概算にすぎなかったが，こうした権限を行イ史で‘きる よう司ひいては大脳祈が，

券また外国為換基金などに「活用運転J:1-1明白して，そに，甲部の一時的収入不足は，乙部から借り入れ補足すを機として予算制度への歩みがにわかに速められた。になるには ， ~酵位県後なお数年生作たなければなら

の利益を第 l類に繰り 入れる とい うものであった(都るものと規定した。地租の大部分を年度内に収入で、き
地租改正発令後まもない6年12月には，府県次いでなかったo 4年 7月， 政府はl搭読ま位県に成功して，全

ないこと，年度内における収入と支出が時期的に均衡
各省、に金穀出納順序が令達された(太政官達第427号，半面全国の羽I税を111;)とに収納できる基礎ができたが，
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この達しによって一般経費が定額常費，額外常費，臨額金を各省へは12等分して毎月，府県へは年 2回に分語藩置県と同時にを提出した。

時費に分けられた。この うち額外常費とは，常費ではけて交付する O 第三十こ，予備費の残金は翌年度の経費，大蔵析は1(;政 ・財政にわたる強大jミrfi)省がj指JI二を伽

あるが，だいたいの科目だけを決-めて，費額を確定せこ繰入れさせ，その他の残金はすべて大蔵省に納付さ8刀には大賊省!隙11)U及事務詑程な権|肢を与えられて，

す?こおくものであった。せることを定めていた。しかし， 各府県聞はもとより ，改革:が行なわれたことは蔵省機榊のれ，が制定

(8年 6月)， 8年後半から新貨条例による貨幣統各省間ですら収支の項目 と方法，帳簿の種類が相違する。この設裂によって大蔵省すで?こ述べたとおりで

家禄 ・賞典禄の金禄化 (8年9月)，地租米納の 廃 止まだ地租のほとんどが価格の変動する米穀うえに，舗を見積って，定:.r;r事務は，第一に，翌年の歳の

歳計上の米穀収支の廃止 (8年12月〉など，(8年12月)， で占められているため， 思うように収入をあげることてるO 第二に，定額釘アj，l:を額viと臨時践に分けて

財政の貨幣化が急速に進められ， 予算編成上の重要なができなかった。そこでまず予算制度の前提条件を整政行の許可をは前年の諸1}・庁の実績をみて査iliし，

障害が取り除かれた。える必要があった。得て予算を確定する。第三に，臨時政は必要を生じる IJ 
r 
a 

" 
-園町圃9年上記の 8年度改正の帰結といってよいものが，(2)明治 8年度改正たびに，太政官と協議して決定するものとされた。な

明治8年度予算9月の大蔵省出納条例であった。その要綱と もいうべ明治7年 5月には前年同様の見込会計表が令達されF算事務は出納寮の所管とされたoお，
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備金収入科目:条例，同支出科目例〉。 なお準備金では，第

2類だけが年度をおいて歳入歳出を行なうこととなっ

ていた。常用金は年度内に収支を完結することを原則

としていたが，なお甲部と乙部をおいて，収支を完結

できないものを乙部で経理することとしていた。ほか

に，通常，臨時の歳出を通じて各項目のトに大科目，

小科目，細科目をおくものとしていたO

こうして予算・会計法規は著しく整備されたが，

「実際ハ則チ意想外ニ出ズJ(会計検査院史)であり，

大蔵省は各宵庁に対し予算の総額を割り当て，科目へ

の配分は各宵庁自身にまかせていたため，予算が確定

するまでに，たびたび訂正が必要となった。 14年度ま

での予算公布が遅れた理由の一つはここにあった。

4 明治14年， 15年の会計法制定

明治9年度予算は10年 1月.10年度予算は10年12月

に公布された。いずれも会計年度開始の 6. 7カ月後

であったが，こうした状態が改められ，予算が常に年

度開始前に公布されることとなったのは15年度以降で‘

あり. 9年 9月の大蔵省出納条例制定後も，まだ予算

制度に必要な行政的・技術的条件が欠けていた。すなわ

ち第一に，会計帳簿の不備に加えて，年度の収支ことに

その収入が数年間にわたって行なわれているO 第二に，

諸官庁が歳計剰余を留保しようとして，会計帳簿をな

かなか提出しなし、。第三に，特別会計の制度がまだなく，

事業会計，資金会計にあたるものまでが，同一会計の

中で収支されているo 第四に，中央・地方聞の租税の配

分，送納の方法が確立していないことなどがそれであ

った。したがって. 9年度以降も当局者によって，こ

うした障害を次々と取り除く努力が行なわれた。

大蔵卿大隈のもとで，この役割を直接担当したのは

大蔵省検査局長安藤就高であった (10年 1月に検査寮は

検査局と改称)0 9年9月の各庁作業費区分受払例則

〈大政官達〉によって，一般経費中から作業費が区別

され.10年7月の作業費出納条例〈向上〉によって，

11年度の決葬から一般歳入出の中で作業益金と興業費

が区別された。なお，西南の役直後の10年12月には賊
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徒征討費整理規程ができた。西南の役のあと，インフ

レーションが高進した13年には，その対策が必要とな

るとともに，予算・会計の主導権をめぐる政府首脳の

動きが活濃となった。

13年2月に参議の省卿兼任が廃止され，大隈の大蔵

卿辞職と参議専任，佐野常民の大蔵卿就任と大蔵大輔

松方の内務卿就任に続いて，翌 3月には，太政官に法

制，会計，軍事，内務，司法，外務の 6部が置かれ，

大隈が会計部の主管となると，大蔵省検査局は廃止さ

れて，太政官中に会計検査院が創設された。会計監督

の機関が大蔵省内にあるのでは，財政の根源である国

庫の監督ができないから，独立の監督機関を設けるべ

きであるという大隈の建議によるものであった。しか

し，検査院の章程がまだないため，旧検査局の成規・

条例によって事務をとることとなった。ところが，検

査寮の章程立案について政府部内に異論があり，大隈

が「会計検査院章程案並会計法案」を提出したのは，

翌14年 3月であった。字句の小訂Eを除き，この大隈

案がそのまま.14年 4月の会計法〈太政官達第33号〉と

会計検査院章程(間違第 35号〉となって令達された。

この両法規は，統一財政・統一会計の方向を強く打ち

出したものであり，検査院は会計の監督，決算の検査

ばかりでなく，予算の審査までも行なうものとしてい

た〈会計法第7条，第13条。章程第 1条，第2条)0

14年10月の政変によって，内務卿松方が大蔵卿に就

任すると，すぐ15年 1月には会計法と会計検査院章程

の全文改正が行なわれた〈ともに太政官達第 5号〉。この

改正によって，検査院の審査権は決算のみに限られる

こととなったが，ほかの点ではほ，とんど14年のそれ

と変わらないものであった。この会計法によって，予

算・会計制度は次のように整備された。

(1) 歳計をまず需要と準備に分け，需要の歳入・歳

出をともに経常と臨時に，準備の歳入・歳出をと

もに経常と臨時に，準備の歳入・歳出をともに本

部と減債に分ける(第3条，第4条〉。

(2) さらに歳入を大科目と小科目，歳出を大，中，

小，細の 4科目に分け，細科目の下に細節をつけ，

" 

小科目以上を流用する場合は大蔵省の承認を必要

とする(第6条，第16条〉。

(3) 毎年，諸官庁に予算調書を提出させ，これによ

って大蔵省は予算を編成して，太政官に提出し，

太政官がこれを審議し，予算を決定して布達する

(第12条，第13条〉。

(4) 諸官庁がその歳入を直ちに歳出にあてたり，ー

定年度の収支を他年度の収支にあてることを許さ

ない(第8条〉。

(5) 現金出納は大蔵省が管守すべきものであるが，

諸官庁に委託することもできる(第21条〉。諸官庁

の収支は切符によって行なう甥22条〉。

第3章予算・国庫・租税制度の創設

(6) 会計年度経過後 8カ月限り出納を閉鎖し(第33

条)，諸官庁は決算を行ない，これを会計検査院と

大蔵省に送付し，検査院の認可を受ける〈第40条，

第42条〉。

(7) 大蔵省出納局も同様に国庫出納の決算を行なっ

て，検査院の認可を受ける(第39条〉。

(8) 諸官庁の決算上の残金は大蔵省に還納させ(第

加条).大蔵省は歳入出決算に残余を生じた場合は

準備金に繰り入れる〈第32条〕。

こうして.14年には予算，会計制度は，かなりの程

度に整備された。

第 2節 国庫制度統一の過程

維新後の統一国家形成の過程において，予算・会計

制度の創設と関連して，国庫制度の統ーが重要な課題

となった。新政府は成立以来，直轄地においた府県を

対象として，その租税の一部を中央に収納する努力を

続けていたが，廃審置県を境として，政府は全国の租

税を敏速かつ確実に中央に集中，保管し，またこれを

配分することができる統一的な国庫制度の確立を急ぐ

こととなったo しかし，それには行政組織の統一，予

算，会計，租税，貨幣，金融制度の整備，交通機関，

市場組織の発達など広範囲な前提条件が必要であった

し，特に，府県の財政が不統ーであること，大蔵省をは

じめ諸官庁の会計の実務が，為替方の名で呼ばれた旧

来の金融業者の手で行なわれていたことが，統一的な

国車制度の成立を妨げ、る直接の原因となっていた。し

たがって，国庫制度の統一は次の二つの方法を中心と

して進められた。その第ーは，府県の財政を規制，統ー

して，国庫の収入とする余地を残すこと，第二は，各

省・府県の!日為替方を排除して，その出納事務を近代

的な金融機関に移すことであった。この前者のなかか

ら定額金や府県置米金などの予算制度につながる諸制
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度が生まれ，後者の中からいくつかの段階を経て，国

庫金出納事務の日銀委託制度が生まれた。

この国庫出納事務の為替方から金融機関への移行に

ついては. 6年6月の第一国立銀行への国庫金の収入

事務委託. 7年末の大蔵省による各省・府県の「現金

管守」方針への転換，さらに10年以降の全国主要地へ

の大蔵省の現金出納機関である金庫の設置を経て， 16 

年4月には国庫金の収入事務が日本銀行に委託された。

支出事務があわせこれに委託されて，統一的な国庫制

度が完成したのは，ょうやく 22年12月であったo

1 廃藩置県まで

(1)府県置米金制度

もともと幕府の財政は直轄領の天領からの租税によ

ってまかなわれ，藩に対して臨時の負担を命ずること

はあっても，その租税の一部を常時納付させる習慣は

なかった。したがって，幕領地を含む新置の県の租税

を政府が収納するためには，新たにそうした制度を作

り出していく必要があった。

明治2年7月に大蔵省が創設されると，同じ7月中
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に府県職務章程が制定され，各府県の管轄石高を基準

として常備金と定額金を定め，定額を越える租税を大

蔵省に納付させることとした。ただし，府県が収納し

た租税米金を現地においたたまま，この中から府県の

経費を支出させ，その残余を政府に納付させることと

したものであった。しかも，まだ府県の租税額も必要

経費も明らかでなく，定額金も単に経費の総額を見積

っただけのものであったから，これによって国庫の収

入を確保することは困難であった。

明治4年4月に府県の置米金の支出を，大蔵省が赤

紙切手によって規制する規則ができた。府県の定額金

は3カ月分，各省のそれは 1カ月分を前渡しすること

を定めるとともに，

(1) 経常的，臨時的な経費とも，府県は支出の必要

を生ずるたびに大蔵省に申請して，赤紙切手の交

付を受けてから支出する。

(2) 大蔵省へ租税を完納するとき，赤紙切手をいっ

しょに提出きせ，収支計算を明白にする。

(3) 府県に剰余があれば，これを大蔵省に還納させ

る。

としたものであったが，府県が収納した租税を府県庁

内においたまま，いったん国庫に皆納させる形式をと

り，その支出を規制して国庫の収入を確保しながら，

府県の収支の実情を知ろうとしたものであった。

廃藩置県後，この制度は全国的に実施され，伊藤博

文によって輸入されたアメリカの制度と結びつきなが

らも，この置米金の制度のうえに立って国庫制度の統

一が進められることとなった。なお藩に対しては， 3 

年9月の藩制によって，管轄石高の 10%を藩知事(旧

藩主)の家禄， 90%を薄の一般経費にあてさせること

となった。ただし，当分の間，後者の 9%を陸海軍資と

し，その半分を海軍資金として，これを政府に納付さ

せることとしていたにすぎなかったが，これすらも十

分に実行できず，廃藩置県後まもなく廃止された。

既述のように，アメリカに派遣され，財政諸制度の研

究にあたっていた大蔵少輔伊藤博文は，廃藩置県を目

前にして急ぎ帰国を命ぜられ. 4年6月には大蔵省事

務章程草案を提出した。これは大蔵省機構の大改革案

ではあるが， r全国ノ財計ヲ統轄シ，内外ノ租税ヲ国

庫ニ収入シ，政府ノ准許セル文事武事ノ経費ヲ供発シ，

金穀ノ出納ヲ明確ニシ」とあるように，同時に統一的

な予算制度と国庫制度の確立を目ざすものであった。

(2)官金為替方の設置

明治元年2月，小野・三井・品目の3組が，その申請

によって新政府の官金為替方を命ぜ、られた。かれらは

維新戦争の戦費調達に応じた京阪地方の大金融業者で

あったが，これらの為替方は官金の輸送や現金の立替

えばかりでなく，まもなく政府の出納機関として重要

な役割を果たすこととなった。なお，元年12月には東

京の三井以下50余名の両替商が，官金為替用達に任命

されて，太政官札の流通促進の役割を負わされてい

た。 4年 3月の出納司立案の出納司処務順序草案は，

為替方について， (1) 現金収支は為替方に取り扱わせ

るo(吋 公納金はすべて為替方に納めさせ，その保管

証票によって納付させる。り為替方の「積貯金額」

を10万円内外に抑えて，他は金庫に納入させることと

していた。

大蔵省は為替方の官金取扱いに対し危倶の念をいだ

きながらも，廃藩後の国庫金の取扱いを三井・小野・

島田の為替方に依存するほかなかったので、ある。

2 明治 8年度まで

(1 )府県預ケ米金制度

明治4年8月制定の大蔵省事務章程中の大蔵省処務

通則と各寮別の事務章程において，定額金制度の強化，

国庫制度統一の方向が示された。すなわち，

(1) 府県は定額以外の経費は，すべて大蔵省の指揮

をまって支出する(大蔵省処務通則第 7)。

(2) 租税寮が収入した租税は，すべて出納寮に送付

する(租税寮事務章程第 8)。

(3) 租税寮が収入した租税金穀その他を出納寮に納

入するには，検査寮が納入証票を検査したうえ，

本省の伝票諜が伝票を作り，大蔵卿と大輔がこれ

に検印して出納寮に送付する手続をとる(検査寮
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事務章程第 3)。

(4) 定額金についても，各省，府県から支出の請求

が出るたひ、に，検査寮がこれを検査してその可否

を決定する〔同章程第13)。

(5) 金穀の出納はすべて大蔵省が交付した伝票によ

って行なう(出納寮事務章程第 4)。

などがこれであるが，まだ廃藩直後のことではあり，

国庫制度の統ーのために，まず大蔵省機構の整備を急

がなければならなかったので、ある。しかし，府県が収

納した租税を，庁内において，みずから支出しているか

ぎり，国庫収入の確保は望めなかった。地租改正条例

の制定と前後して， 6年6月に第一国立銀行が設立さ

れ，翌7月には，同行は大蔵省為替方を命ぜられ，国

庫金の出納事務を担当することとなった。

明治 6年12月制定の金穀出納順序は，諸官庁の帳簿

と銀行の帳簿とを関連きせ，その収支を銀行を通じて

行なわせる方法を定めた会計法規で、あったが， 7年 5

月には預ケ米金出納規則ができて，再び府県が収納し

た租税を府県に預け置き，その支出にあてさせること

となった。この国庫制度統一の方向からの後退は，三

井・小野経営の第一国立銀行の営業内容の悪化による

ものであったO 大蔵省はすでに官金引上げに着手して

いたが， 7年11月に小野・島田両組が倒産すると，官

金引上げをいっそう急ぎ，諸官庁に交付する現金をみ

ずから「管守」することとなった。

明治8年10月に出納寮に納金局が置かれ，府県から

の諸上納をここに納付させ，各省への経費支払いを納

金局に行なわせたが， 9年2月には現金納払規則〈太

政官達第18号〉ができ， 同局は現金納払局とその名を

改められた。現金を大蔵省内の金庫に収入し，切符と

伝票によって，諸官庁の収支を行なわせたものである

が，この制度はしだいに実行されなくなった。

(2)大蔵省為替方と府県為替方

廃藩置県によって全国の租税を収納できることとな

ると，会計事務が激増して，政府はその処理に苦しん

だ。 5年4月に大蔵大輔井上馨が建議して，租税米に

ついては目下協議中であるが，まず租税金について全

第3章予算・国庫・租税制度の創設

国の租税を現金で輸送するのは， r如何ニモ手重之儀j

であるから，アメリカの制度にならって為替方法によ

って送納させるため， 3府72県に為替方の出張所を設

けることを提案した。翌 5月には改めて三井・小野・

島田が為替方を命ぜられ，各地に次々と支庖を設置し

て全国の租税送納を分担するとともに，莫大な官金を

委託された。これらの為替方は，これを投機資金に流

用して国庫に損失を与える場合が少なくなかったので，

ここに近代的な銀行制度を輸入して，官金を銀行に取

り扱わせることとなった。 6年7月，大蔵省は第一国

立銀行を大蔵省為替方として，同行と契約を結ぶとと

もに， r為替方ヲ設ノレ手続Jを定めて，府県に対しても，

大蔵省と第一園立銀行とのそれに準じて府県の為替方

と契約を結ばせることとした。府県の収入を為替方に

預け入れさせ，大蔵省への租税の送納，府県への経費

の支給を為替方を通じて，切符と証書によって行なう

こととしたのであるが，府県の為替方の中には地方の

富商・豪農などもいて，必ずしも官金取扱者として適

当なものではなかった。

明治7年の小野・島田の倒産を機として，大蔵省出

納寮がみずから中央・地方において，現金を「管守預

り」することとなり， 8年3月には金庫出納条例付録

が定められたが，各地に金庫が設置されたのは10年度

以降であった。

3 明治15年度まで

(1)大蔵省の直轄金庫制度

明治7年末の小野・島田の倒産以後，大蔵省は第一

国立銀行に委託した官金を引き上げるとともに，官金

取扱いを大蔵省自身が行なうこととした。そのために

は，一方では府県預ケ米金制度に対する規制を強めな

がら，他方では大蔵省みずから現金を収支する金庫を

省中に置くとともに，府県の租税金と経費を収支でき

る直轄金庫を全国各地に配置することとなった。

明治8年11月には，従来の見込会計表に代わる最初

の予算である 8年度予算ができ，その内容がしだいに

整備されてくるとともに，これに照応して預ケ米金と
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金庫制度のうえにたって，国庫制度統一の努力が続け

られた。 9年2月制定の院省庁現金納払規則(太政官

連第18号〉によって， きわめて強い「現金管守」の方

針が打ち出され，その中央における実行機関として，

出納寮に現金納払局が置かれたが，この方針が予算・

会計の総合的法規である 9年 9月の大蔵省出納条例

の中に引き継がれた。すなわち，

(1) 収入と支出は， I直接現金で、は行なわない(同条

例綱領第25条〉。

(2) /+1納寮が地方の支払いの便宜のため，収入金を

その地に預け置くものを府県預金と称する (綱領

第31条〉。

(3) 大蔵省が収入する場合は，収納官庁に上納証書

を提出させ，現金は出納寮の各金庫に仮納させて

おき，出納寮の通知をまって金庫の預り証書をも

って納付させる(綱領第 25条，収入金納入条例第48

条〉。

(4) 大蔵省が支出する場合は，諸官庁に請求書を提

出させ，出納寮から払出し切符を交付し，これに

よって諸官庁に出納寮の各金庫から直接現金を受

け取らせる(綱領第25条，収入金支払条例第48条〕。

(5) 租税は租税寮が大蔵卿あての上納証書を作り，

検査寮，本省伝票課，記録寮を経て，これに伝票

を添えて出納寮に送付する(常用金収入条例第73......，

7条〉。

というものであった。その金庫とは「納払局及ヒ出張

所ハ概シテ之ヲ金庫ト称スJ(綱領第ぬ条〉と説明され

ているが，これよりさき，金庫を 4等級に分け， 1等金

庫は大蔵省内に置くもの，2等金庫は便宜上各出張所に

分置するもの， 4等金庫は常用，準備金から支出した

がまだ未使用のものを収蔵するものであるとしたが，

l等金庫と並んで特に重要なのは3等金庫であり，こ

れに各府県の預ケ置金を管理させることとしていた。

この 3等金庫の設置は，府県の出納事務を取り扱って

きた銀行または為替方の整理を伴うものであったから，

きわめて困難であった。しかも，出納寮が管理する金

庫が府県に進出して，その租税を収入するものであっ

たため，出納局と租税局〈明治10年1月に寮制廃止)の

の聞にも問題を生じた。その間に金庫の設置数は10年

度の 3，11年度の39から， 12年度に257に急増したの

ち漸増して， 14年度には 267の金庫が全国に設置され

た。しかし，この増加も， 19年度の1， 120， 23年度の

1， 133と比べてみるとき， 国庫の収入を確保するには

なお十分なものではなかったO

14年制定の会計法(太政官達第33号〉は，一見それと

はわかりにくいが，実は大蔵省の「現金管守」の方針の

うえに制定された会計法規であった。特に同時に制定

された会計検査院章程(間違第35号〉が，検査院に予算

上の強大な権限を与えていたこととあいまって，政府

部内の反対が強く， 15年 1月には会計法とともに全文

改正された(ともに太政官達第5号〉。ここに検査院の権

限が旧に復せられると同時に， 15年の会計法によって，

「現金管守Jの方針が次のように改められた。

(1) 各庁が出納する現金は大蔵省、が管守するが，大

蔵省はこれを各庁に委託することができる (第21

条〉。

(2) 国庫の出納は別段の規定によって大蔵省が管理

する悌23条)。

14年の会計法に比べ，現金管守は法規上いくぶん緩

和されたが，この会計法制定を機として，国庫制度の

統一がようやく軌道に乗りはじめたといえるo

ところで，出納局はすでに国庫金の管守，出納事務

の多忙に苦しんでいたが，大蔵省の金庫に多額の現金

が集中することによって，民間金融の硬塞を生じるこ

ととなったo15年3月，大蔵卿松方が提出した「日本

銀行創立ノ議」によると，こうした弊害を避けて「国

庫出納ノ便益ヲ助クノレ」ことが，日銀創設の重要な動

機のーっとなっていた。日本銀行開業の翌年の16年6

月に，政府はこれに国庫金の取扱いを命じ，日銀に国

庫局を置いて，まずその収入事務を委託したが，支出

事務をあわせこれに委託して，統一的な国庫制度が実

施されたのは23年度からであった。

(2)府県為替方の整理と日本銀行代理底の設置

明治10年以降，大蔵省がその直轄金庫を各地方に設
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置して，府県の為替方を整理していくに従って，徴税

機構はしだいに整備され，国庫制度の統一はようやく

その緒につきはじめた。すでに8年 1月には小野・島

田の両組を為替方としていた大阪府・兵庫県その他の

34県に対して，いったん第一国立銀行を為替方とする

ことを命じたが， 6月には大蔵省みずから各地に金庫

を設置して，諸官庁の現金を直接管守する方針に転じ

たo特に府県の場合は問題が多かったらしく，金庫の

設置が開始されたのは10年以降で、あった。その金庫の

実務を担当したのは，なお府県が任命してきた銀行と

富商などであった。

10年7月，諸官庁が為替方を任命するには大蔵省の

認可を要することとなり，新たに各庁為替方命令書案

〈太政官達第50号〉が定められた。これは18カ条から成

る為替方の規則といってよいものであったが，これに

よって為替方の官金取扱いにきびしい条件が設けられ，

その任期が2カ年に限定されるとともに，官金取扱い

の方法が次のように規定された。

(1) 為替方は金銭の真贋を鑑定して収入し，またそ

の支払いにあたる。

(2) 為替方は現金を受け取ったら納主へ預り切符を

渡すo

(3) 納主は預り切符に納証書を添え，これで府県庁

へ納税する。

(4) 府県庁の支払いは支払切符によって行ない，受

取主は為替方の詰所でこれと引換えに現金を受け

取る。

第3章予算・国庫・租税制度の創設

管理する税金預り所を新設し，ここに税金預り人をお

いて，租税の徴収にあたらせた。同時に租税局の官吏

からなる収税委員が各地に派遣され，徴税事務を監視

するとともに，現金は収税委員が直接収入することと

なった。国税金領収順序によって，この関係が次のよ

うに規定された。

(1) 税金は戸長がとりまとめて，税金預り人を経て

収税委員へ渡す。

(2) 税金預り人は税金と引換えに，預り切符を戸長

に渡し，戸長は郡区長を経てこれを収税委員に渡

し，同委員はその領収証書を府県庁に渡すo

(3) 府県庁は収税委員の領収証書と郡区長の皆済報

告によって，租税決算を行なう。

ここに，これまで府県為替方が行なってきた閣税徴

収事務が大蔵省の手に移され，府県為替方の事務はほ

とんど地方税の収支のみに限られることとなったが，

半面，国税の徴収が租税，出納両局の共管となったう

えに，現金は収税委員の「占有」するところとなっ

た。そのため，出納局は租税を府県に預け入れるにし

ても，政府に収入するにしても，商倒な手続が必要と

なった。このことが，歳出の前渡し，歳入の仮納をま

だ廃止できないでいることとあいまって， i国資ノ配

賦渋滞」をはなはだしくした。ここに生じた租税，出

納両局聞の問題を解決するために，大蔵省内に取調委

員がおかれたが， 13年10月になって，同委員は大蔵省

為替条例案とともに，大蔵省書記官大谷靖の名で，問

題の由来と裁定の理由を記した大蔵省為替方条例付言

を提出した。

13年11月には，為替方に関する総合的法規である大

蔵省為替方条例が制定された。租税，出納両局の共管

をやめて，租税事務を出納局の専管とし，収税委員の権

限を縮小して，国庫事務の統一，財政収支の敏速化を.

図ったものであるが，その重点は次の 2点にあったo

(1) 各地の租税金その他の収入を預り，またこれを

支出するために，各地の銀行，会社に大蔵省為替

方を命じる(総則第 1条〉。

(2) 為替方は出納局の命令がなければ預り金を払い
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すなわち，府県の収支を預り切符と支払切符で為替

方を通じて行なわせ，府県の現金を大蔵省が集中的に

管理しようとしたものであったo

11年7月にはし、わゆる地方3新法，すなわち郡区町

村編成法・府県会規則・地方税規則が制定されて，郡

と区にはそれぞれ郡長と区長，町村には戸長を置くこ

ととなったが，同じ7月の府県官職制によって，郡区

長・戸長に徴税事務を取り扱わせることとなった。次

いで，同年11月に制定された国税金領収順序(大蔵省連

乙第72号〉 によって，各府県の要地に大蔵省出納局が
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出せず，また同局の配賦命令があれば直ちにこれ

を送納するものとする(向上第8条，預金払出条例

第 1条)。

ほかに納金預入条例から帳簿計表条例にいたる 6条

例において，各地の銀行，会社を大蔵省為替方として，

諸官庁に切符と証書で収支を行なわせる方法を詳しく

規定していた。この条例によって，税金はその「納

者」から戸長を経て大蔵省為替方(銀行，会社〉に預け

入れられ，為替方から諸官庁に配賦し，あるいは「諸

人」に払い渡すこととなった。 14年4月の会計法， 15 

年1月の改正会計法を経て， 16年4月には国庸金の収

入事務が日本銀行に委託され，各地に園庫金取扱所を

新設して従来の為替方を廃止することとしたが，その

数日後には現金取扱所を各地に設けて，旧為替方に諸

官庁の支出事務を担当させたo 一時に全国各地に日本

銀行の支庖または出張所を設置することは，とうてい

不可能であったばかりでなく，おそらく各地で府県ま

たは府県為替方の反対にあったためで、あろう。園庫取

扱所設置後も，その取扱人として収入事務を担当して

いたのは，各地の有力な国立銀行か三井・安田・川崎

などの私立銀行であり，現金取扱所の場合はことに上

記の諸銀行のほかに，地方銀行とわずかではあるが個

人〈地方の富農商〉がなお支出事務を担当していた。と

れもすでに大蔵省が許可制度を通じて為替方の整理を

進めてきた結果で、あるが，その後も国庫金取扱所・現

金取扱所の両者ともに，その取扱事務を府県内の各地

域別にー銀行に集中する努力を続けていた。

府県の旧為替方が廃止され，国車金の支出事務があ

わせ日銀に委託きれたのは， 22年2月の新会計法(法

律第4号)， 同月の金庫規則(勅令第 126号，ともに明治

23年4月施行〉によってであった。

第3節 統一租税制度の成立と地租改正

1 統一税制への過程と地租問題

(1 )廃藩置県以前

維新戦争に伴う多額の債務をかかえて出発した新政

府は，財政支出の急激な増加に促されて，早くから租税

収入を確保する必要に迫られていた。維新戦争の余波

がまだおさまらない明治元年8月，政府は租税を「一

両年間姑ク旧慣ニ何ノレj と布告して，新たに直轄に帰

した関東地方の幕府領を中心として課税を開始したが，

予期した収入を上けやることができなかった。

. 明治2年6月の版籍奉還に続いて， 7月には民部・

大蔵などの 6省が設置され，ここに府藩県三治制度の

もとで，民部省、によってまず府県を対象として徴税が

開始された。同じ7月に府県事務章程が制定され，収)

土地売買禁止令の維持.('ロ)地方官による租税の増減免

の厳禁，的府県の経費定額以上の租税収入の大蔵省へ
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の納付が規定されたが，地租統一の方針については，

民部・大蔵両省の意見が対立した。すなわち，民部省

は地方民の窮状に接して，その減税要求をいれなけれ

ばならない立場におかれていたのに対し，大蔵省は財

政支出の一方的な増加に対処して，租税収入の確保を

なによりも必要と考えていたからで，ここに，両省聞

に地租統一の主導権が争われることとなった。 2年8

月，民部・大蔵両省の事実上の合併が行なわれ，卿・

輔以下幹部の両省兼任，租税司以下3司の民部省移管

が実行されたが，それでも地租問題を解決するにはい

たらなかった。大蔵省が検見制度を実行して，当面，

地租負担の不公平を是正しながら，これを地租統一の

準備調査にあてようとしていたのに対し，民部省は直

ちに全国的な検地を実行して，一挙に減税を実施する

ことを主張していたからであった。 3年5月に民部・

大蔵間に合議が行なわれて，いずれ税法の大改革を実

-曙

行するが，それまでは地域的な小改正を避ける方針が

決定された。地租統一が緊急な課題となりながらも，

両省ともに十分な具体案をもたなかったわけであるO

こうした時期に提出されたのが， 3年6月の集議院判

官神田孝平の田租改革建議であった。神田はこの建議

において，まず米価の高低によって政府の収入が一定

しない米納租税が，予算制度に適合しないことを指摘

し，次の方法によって検地を行なわずに地租を統一し，

米納租税を金納化することを提案した。その提案の大

要は第一に，田畑の売買を許可し，地主の申告地価を

記載した地券を発行する。第二に，同時に各地方の末

端官庁において土地台帳を作り，これを郡村役場・県

庁・中央官庁へと積み上げてゆき，全国の地券地価の

総額を算出する。第三に，政府は別に数年間の貢租米の

平均総石高を調査して，同じ期間中の平均米価によっ

て金額に換算し，これを地券地価の総額と対比して金

納地租の税率を割り出すというものであった。すなわ

ち，当時としては全く目新しい地価課税の方法を提案

したものであったばかりでなく，収穫高基準の米納地

租の税額を地価基準の金納地租に引き継ぐ技術を教え

たものであった。この建議が大蔵省によって取り上げ

られて地券税となり，やがて地租改正の指針となるの

であるが，廃藩置県もまだ終わっていない時期であっ

たので，すぐには実行されなかった。

明治3年7月に民部・大蔵両省の分離が行なわれて，

租税司をその手に取り戻した大蔵省は，直ちに検見規

則を制定し， 9月には租税司の職制と処務条例を定め

て，これを将来の地租統一の実行機関としようとし

た。しかし，検見制度を実行してみると，旧来の反別

帳記載の面積が実際面積と一致しない，納税者必ずし

も土地所有者でないなどのために，地租負担の公平化

に役たたず，各地の地方官から大蔵省に質問が殺到し

た。こうして検見制度が行きづまると，民部省は再び

自身の手で、検地を実行することを申し出たが，太政官

はこれに裁定をくだすことができなかった。この聞に

財政の危機が現われ，大蔵省から廃藩の要求が打ち出

された。 3年12月の「画一ノ政体ヲ立定」することを
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求めた大蔵省建議がこれであるが，その内容は，(.イ) 国

防，教育，司法など、の諸制度の整備のために，財政支

出は今後ますます増大する.(吋 しかも，政府が収入

することができるのは，全国の総石高 3，∞o万石のう

ち，府県の石高 800万石からの租税にすぎず， 2，2∞ 

万石までが政府の財政権が及ばない藩の管轄下にある，

的政府はこのわずかな収入をもって，全国の費用を

まかなおうと苦心しているが，一日も早くこうした状

態を改め「三治一致Jの制度を立て， 1"自立自衛ノ問

権ヲ確守」すべきであるというものであった。これが

4年 1月の太政官宣達の「全国一軌ノ方則j制定の予

告となり， 7月の廃藩置県となって，統一税制への途

が聞かれることとなった。

(2) 廃藩置県以後

明治 4年7月，政府が廃藩置県に成功すると同時に，

民部省は廃止され，その事務の大部分が大蔵省に移管

された。こうして，民政・財政にわたる強大な権限を

おさめた大蔵省は，租税司を拡張して租税寮と改め，

伊藤博文(租税頭)，松方正言語〈租税権頭〉をはじめとす

る開明的な人々を集めて，地租改正の具体案を練った

が，その基礎となったのは，さきの神田孝平の地価課

税案であった。しかし，幕府時代以来の田畑売買禁止

令のもとで質入れ，譲渡などの形式による事実上の売

買が行なわれてきたために，土地所有関係がきわめて

複雑となり，土地所有者を確定しにくいとしづ事実を

生じていた。したがって，土地売買を自由化し，地価

課税のための前提条件から作り出していく必要があっ

たO

4年8月，租税権頭松方正義は，租税寮の決定案に

よって，大蔵卿大久保利通・同大輔井上馨を説得し

た。ここに，大蔵省は土地ないし農業に対する諸制限

を次々と解除していったが，土地売買の解禁について

は太政官の同意が得られず， 4年12月にはまず東京府

下の市街地に地券税を試みたが，成功しなかった。土

地売買禁止令が解除(太政官布告第印号〉され，売買，譲

渡地に対する地券渡方規則(大蔵省布告第25号〉が制定

されたのは，ともに翌5年2月であった。しかし，売
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買が行なわれるのをまって地券を交付するのでは，地

価課税がはかどらず，売買が行なわれない一般所有地

に対しでも早急に地価を決定する必要に迫られた。し

かし，その方法を見いだすことができずに，当局者は

苦しんでいた。

こうした要求にこたえたものが， 5年5月の神奈川

県令陸奥宗光の，土地の「実価」に対して課税すること

を提案した田租改正建議で‘あった。その「実価」とは

売買地価とも法定地価ともつかないものであったが，

これが大久保大蔵卿外遊中，大蔵大輔井上馨によって

取り上げられ， 5年6月，陸奥は租税頭に抜擢された。

こうして， 7月には租税寮内に改正局が設置されると

同時に，地券記載の地価は地主の申告する「方今適当

ノ代価」によることとし，その期限を「当月中」と限

って，地券交付を急いだ。いわゆる壬申地券がこれで

あるが，これも旧買租の存在がじゃまになって，各地

の地価にはなはだしい高低を生じ，とうてい地価課税

の基準とならないので，各地の地方官から大蔵省に苦

情が殺到した。

5年9月には，租税頭陸奥の名で真価取調方順序を

各府県に令達して，入札によって地価を決定するとい

う租税寮作成の地価取調案を「密示」して，地方官の

意見を求めたが，反対にあって，この案は取り下げら

れた。大蔵省は再び地価決定方法について討議を重ね，

6年春には地租改正方法草案ができあがった。

明治6年4月から 5月にかけて，大蔵省は全国府県

の長次官を大蔵省に集め，地租問題を中心議題として

地方官会議を開いた。この会議に先だって地方官に配

付した議事章種の内容が，大蔵省の権限を越え立法権

を冒すものであるとして，会議の途中，太政官から

酸素を命ぜられ，この会議を主導した井上と渋沢栄一

〈大蔵省3等出仕〉は，これを機として辞職した。この

地租改正の法案を通過させたのは，大蔵省事務総裁に

任命され，井上に代わって議長となった大隈重信であ

った。
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2 地租改正条例と地価算定方法

明治 6年7月， r上輸」を伴って地租改正が布告

〈太政官布告第Z72条)され，その「別紙」として地租

改正条例，地租改正規則，地方官心得書が令達され

た。いわゆる地組改正法がこれであるが，ほかに人民

告諭書によって，地租改正の趣旨を詳しく説明した。

以来， 14年まで8カ年にわたって地租改正事業が行な

われるのであるが，この改正法によって土地丈量が実

行され，また課税基準が事実上において法定地価と定

められた。

地租改正ゐ大要は次のとおりであるo

(1) 旧貫租を廃止して， 地価課税を実施する〈条例

第2章〉。

(2) 税率は地価 100分の 3とし，豊凶による税額の

増減は行なわない〈条例第2，6章)。

(3) 地方税も，土地に課税してきたものは，すべて地

価基準に改めるO ただし，その金額は「本税金」

の3分の l以内とする(布告文〉。

(4) 土地丈量は，一定の方法を定めて地主自身に行

なわせ，地方官吏が実地調査をして，その可否を

決定する(規則第14則，心得書第29章〉。

(5) 地価も地主に見積り価額を申告きせ，地方庁は

その総額を「地価目的ノ準拠」と対照し，その可

否を決定する〈規則第 1，13則，心得書第4'"""6章な

ど)。

(6) 新地租は改租事業が終わった地域から実施し，

未了の地域に対しては旧貢粗を据え置く(条例第

1， 7章〉。

(7) 茶，たばこ，木材などの物品税を新設し，その

収入の増加額に見合って，将来，地租の税率を

100分の 1まで引き下げる(条例第6章)。

この地租改正法によって，土地丈量を実行すること

となったため，改租事業はいっそうむずかしいものと

なったが，当局者自身が最も困難であるとしていたの

は地価決定であった。地価決定の方法を具体的に示す

ものは， r心得書J第12章の「検査例」であるが，自，

~ 

小作地各 1例のうち，自作地の場合について，その地

価算定法を数式化してみると，次のとおりである O

(1) 田1反歩の収穫を l石6斗， 1石の代金30円，

種籾肥代を収入高の15%とすれば，

実収高は 3円x1. 6 x O. 85 = 4. 08円となる。

(2) この 4円08銭から地価の 3%にあたる地租と，

地租の 1/3にあたる地方税，すなわち合計4%の

税を差し号|し、た額を年 6%(資本利子〉で還元し

たものが地価であるとして計算すれば，

地価 XO.06ニ 4.08円一地価x(0. 03+0. 01) 

地価は4.08円+0.1=40円80銭となり，

地租は地価40.8円XO.03= 1円22銭4厘となる。

大蔵省はこの方法によって，各村に村内の各耕地の

地価を算出して提出させるとともに，地方庁に「前々

貫租ノ額」によって管内の地価総額を算出させた(心

得書第39条〉。さらに，大蔵省自身もまた，全く同じ方

法によって全国の総反別4∞万町歩，その貢租米1，200

万石(反当り 3斗)，その代金3，600万円〈石3円〉を基

礎として，全国地価の総額を12億 2，400万円，その地

価 100分の 3の地租の総額を 3，672万円と見積ってい

~~ ，、'-0

3 地租改正事業の経過と結果

明治6年7月の地租改正条例の公布によって改租事

業は出発したが，当初の進行は遅かった。土地丈量に

使用する尺度が各地で相違する，境界不明な土地や無

税地，脱税地などが少なくないなどのほかに， 6年か

ら7年にかけて改租事業の進行を妨げ、る政治的・経済

的要因が存在したためであった。すなわち，征韓問題

をめぐる政府部内の対立と， 6年の凶作，佐賀の乱・

台湾征討などによって，農村の窮状がいっそう加わっ

て，大蔵省の地方統治が困難となったことがこれであ

った。こうした情勢を背景として， 6年11月に内務省

が設置され，大蔵省は内務省と協議して改租事業を実

行しなければならないこととなり，改租事業が停滞し

た。しかも，財政支出の急激な増加にもかかわらず，

地租の実収石高は年々減少した。 8年 1月に内務，大
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蔵両省連署の組税寮改正局改革案が提出され， 3月に

は地租改正事務局が設置された。両省いずれにも属さ

なし、「臨時独立ノ li-庁」とし，内務卿大久保利通に総

裁を兼務させ，ここに内・蔵両省の宵吏を集めて改租

事業を担当させた。 8月には，翌 9年度をもって一般

改正完了の期限と定め，地租改正を急いだ、。

その改租事業は，具体的には次の方法によって行な

われた。まず，全国を10区に分け，これに対応して地

租改正事務局に10部をおき，各部に主任官 1名をおい

て各区の改租事務を分担させた。同時に各区に委員 1

名，属官数名を派遣して，地方官の補助と改租に関す

る官民間の紛争処理にあたらせた。

士地丈量，地価決定ともにできるだけ地主自身に行

なわせる方針をとり，地方庁派遣の官吏は単にその適

否を検査するにとどめた。まず土地丈量についてみる

と，次のとおりである O

(1) 土地一筆ごとに番号を付し，これを丈量して番

号，面積，所有者名を記した木標を立てさせるo

(2) これによって各村に村内の見取絵図と地引帳を

作成きせて地方庁に提出させる。

(3) 次に地方庁派遣の官吏が見取絵図，地引帳と木

標とを対照，点検して，地主と村総代人にこれを

確認させる。

(4) さらに各村内の耕地数カ所を選んで，地主と村

総代人を立ち合わせ，これを地方庁の官吏が丈量

検査して，一村全部の耕地面積の当否を決定す

るO

(5) 市街宅地の場合は，まずその町の周聞を丈量し

て総面積を算出しておき，これを各宅地ごとに丈

量して合計した面積を対照して，その当否を決定

するO

次に，地価調査についてみると，次のとおりであ

る。

(1) 20ないし30カ村単位の組合村を作らせ，各組合

村の中から地位中等の一村を選んで、模範村とし，

地方庁派遣の官吏が村吏，村総代人，老農と協議

して，村内の耕地を 9等内外の等級に分けるo
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(2) 組合村の中の他の村は，この模範村の等扱区分

を標準として，村内の耕地の等級を分ける O

(3) 地価決定に使う収穫高は，だいたい過去5カ年

中の平均を標準とし，米価も原則として明治 3年

から 7年にいたる 5年間の区域内数カ所の平均相

場による。

(4) この収穫i~]j と米価によって算出した収穫米の代

金から，稲子，肥料代と村費とを差し引き，これ

を6分ないし 7分の利率で還元して地価を決定す

る。

(5) 宅地は郡村の場合は村内を 4，5等の等級に分

け，市街地の場合は交通，商業の状況と売買価格，

賃貸価格を参照して適当数の等級に分けて，その

地価を決定するoなお，山林，原野の場合は，面

積，地価ともに実情に応じた簡易な方法によるも

のとしていた。

改租事業は，まず旧貫租が最も重い金沢地方から開

始し，その最も軽い関東地方を最後に回すことによっ

て，その進行を図ったo¥，、ちばん問題が多かったのは，

地価決定についてであった。地券地価に早期に法定地

価が持ち込まれたために，中央の担当官吏の聞にさえ

混乱を生じていた。地価には「売買上ノ市価」と「法

制上ノ原価」とがあるが，地租改正法の「地価性質ノ

辞未タ明断ナラスJのために，改租の方針が法定地価

にあることが理解されず， I租税寮中始メテ此誤惑ヲ

弁悟」したのは，条例公布8ヵ月後の 7年 3月であっ

?こo

改租事業に対して，終始大きな影響を与えたものは

米価の動きであった。 8年中にいったん急速に進行し

た改租事業は， 9年になってにわかに停滞した。 8，

9両年の豊作のため米価が暴落し，地価算定に使う米

価が現実の米価よりも高くなり，ひいては新地租が重

って.10年 1月に減租の詔が出て，地租は地価の 2.5

Zと定められた。この減租を境として改租事業は進行

し.14年中は少部分の地域を残したまま，改租事業は

打ち切られた。

地租改正条例公布後8カ年を経た明治14年6月に，

地租改正事務局は廃止され，その残務は大蔵省に引き

継がれた。明治当初の財政上の最大の課題であった地

租統ーは，ここにひとまず完成した。

地租改正に要した経費は，本局経費67万円，府県経

費734万円，民費7.146万円，合計3.711万円であっ

たとされる。改租前3カ年平均と14年末の数字を対比

して，改租事業の成績をみると，課税面積は 392万町

歩から1，248万町歩へと約3倍に増加，地租総額は

5，237万円から4，122万円へと21%減少した。課税面積

の大きな増加は山林原野が課税地に加えられたためで、

あり，新地租の総額の 89%にあたる 706万円までが，

田畑地租によって占められていた。地租総額は21%減

少したが，これに地租3分の 1の地方付加税を加える

と，かえって 5%増加した。改租事業の完了によって，

政府は歳入総額の60%，経常歳入の70%前後を占める

地租収入を確保しつづけて，その課題である「富国強

兵J 1"殖産興業j政策を展開することとなった。政府

はまた地租改正の過程を通じて，地方行政機構を整備

し，その政治的・行政的基礎を確立した。

っそう大きくする結果となっていた。新政府はすでに

明治元年以来，各地の旧慣のまま徴税を行なってきた

が， 4年7月廃藩置県と同時に，再び「当未年ハ悉皆

旧慣ニ釘ノレ」と布告するとともに，同じ布告の中で各

府県に対して管内の雑税調査を命じた。 6年7月に地

租改正事業が開始されると，各地に雑税廃止の要求が

強くなり，その処置が問題となった。 7年5月，租税

頭松方は税法改正の意見書を提出して，第一に，地租

改正によって，将来地租収入は 600万円の減収となる

見込みであり，第二に，しかも，農民と商工業者の租

税負担の均衡を図るため，雑税を廃止する必要がある

こと，第三に，したがって，雑税の減収額を補うために

も，商工業課税を新設することを主張した。 7年12月

にこの方針を盛った雑税整理の具体案が大蔵省から提

出され， 8年2月に太政官から裁可，公布された〈布

告第23号〉。

以来10カ年余にわたって雑税整理が行なわれ，その

結果として，全国の雑税1，553種がし、ったん廃止され，

酒類税，醤油税，牛馬売買税などの 9種が，国税とし

て更新された。また，ほかに専売特許税，証券印紙税，

諸会社税，煙草税，馬車税，人力車税などの13種が，

国税中に新設された。新税中のいくつかは，まだそう

した基礎がないところに，諸外国の税制が部分的に輸

入されたものであった。この雑税整理を通じて，幕府

時代以来の税制が統一的に再編成され，地租改正とあ

いまって，全国的な統一税制が実現したO

(2)国税と地方税の分離

廃藩置県によって，地租をはじめとする税制統一が

現実の課題となると，中央・地方聞に租税の配分が問

題となり，国税と地方税の分離が進められることとな

第3章 予算・国車・租税制度の創設

った。 5年8月，大蔵省は「経租ハ大蔵省ニ上納セシ

メ全国ノ経費ニ供ス，緯租ハ地方ニ属スル管内一般ノ

諸費ニ供」することを太政官に建議したが，裁可され

なかった。 6年4月の地租改正問題討議の地方官会議

のために，大蔵省は「経租緯租案」を用意していたが，

これも審議されずに終わった。改租事業開始後，地租

の減収が目だちはじめるにいたって，国税と地方税の

分離，租税の中央集中を急がなければならないことと

なった。

まず地租改正条例によって，地租の地方付加税が地

租の 3分の l以内と定められ， 8年2月に雑税整理が

発令されて以来，雑税中の比較的有力な税目がしだい

に国税に移されていったo また， 8年6月の金穀出納

I1関序(大蔵省乙達第85号〉によって，地租，地券税，家

禄税，蚕種印紙税，酒類税，牛馬売買免許鑑札税，船

税などの，中央への送納方法が規定され， 8年9月に

は国税，府県税の名称が設けられた。 10年1月の地租

の地価 100分の 2.5への減租に伴って，地方付加税率

が5分の l以内に制限された。 11年7月のいわゆる地

方3新法中の地方税規則(太政官布宮第四号〉によって，

地方税は，営業税，雑種税，戸数割の 3種に限定され

るとともに，その支弁費目が限定された。 13年11月の

地方税規則改正〔同布告第17号〉によって，地租の付加

税率が 3分の l以内にゆるめられ，また営業税，雑税

中の税自の増加，税額の引上げが行なわれた。

特に13年の地方への租税配分の増加は，直接的には

インフレーショ γ対策として歳出の節減，紙幣消却の

元資増加が必要となり，府県土木費，監獄費の国庫補

助が廃止された事実と対応するものであった。

くなるためであった。そればかりでなく，すでに改租 されることとなったo

を終わった地方で、も，金納地租の実質的負担が著しく (1)雑税整理と新税設定

過大となったo 9年になって米納復活論が現われた理 明治初年には，地租以外の租税は「雑税」の名で呼

由もここにあったが. 9年11月に茨城・三重・岐阜・ ばれていたが，廃藩当時も全国を通じてきわめて多数

堺の諸県に大規模な地租改正反対一授が起こるにL、た の雑れが存在し，これが各地の租税負担の不均衡をい
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4 統一税制の成立と地方税問題

新政府は成立すると直ちに，醸造税，蚕卵紙税，舟

税などの課税を開始したが，十分な収入を上げること

ができなかった。廃藩置県後，特に地租改正の過程に

おいて，新政府は雑税整理と新税設定の両面から統一

税制への歩みを進めたが，この聞において，中央・地

方聞の税源の配分が問題となり，国税と地方税が分離

ぃト


